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令和５年度 高等学校初任者研修推進日程 

  

 １ １年次研修 

  （１）共通必修研修(14日) 

月 日 曜 研    修 受講者地区等 会   場 

４ 
18 火 教職基礎研修Ⅰ  総合教育センター 

25 火 教科指導基礎研修Ⅰ  総合教育センター 

５ 

９ 火 生徒指導基礎研修Ⅰ  総合教育センター 

16 火 体験研修Ａ Ａ ,Ｂいずれか  

指定された１講座

を受講 

総合教育センター 

林業総合センター 23 火 体験研修Ｂ 

６ 

６ 火 教科指導基礎研修ⅡＡ Ａ～Ｃのうち指定

された１講座を 

受講 

授業協力校（高校） 13 火  教科指導基礎研修ⅡＢ 

20 火  教科指導基礎研修ⅡＣ 

７ 18 火 夏期研修Ⅰ【オンライン研修】  初任者配置校（高校） 

７ 
24 月 夏期研修ⅡＡ Ａ ,Ｂいずれか  

指定された１講座

を受講 

総合教育センター 
25 火 夏期研修ⅡＢ 

７月 31 日（月）～

８月 21 日（月） 
教職基礎研修Ⅱ【オンデマンド研修】 

 

初任者配置校（高校） 

 ８ 22 火 教職基礎研修Ⅱ【オンライン研修】 

８ 29 火 教職基礎研修Ⅲ  総合教育センター 

９ ５ 火 生徒指導基礎研修Ⅱ  総合教育センター 

10 17 火 教科指導基礎研修Ⅲ  総合教育センター 

11 

 

７ 火 教科指導基礎研修ⅣＡ Ａ～Ｃのうち指定

された１講座を  

受講 

初任者配置授業協力

校(高校) 
14 火 教科指導基礎研修ⅣＢ 

28 火 教科指導基礎研修ⅣＣ 

12  ５ 火 生徒指導基礎研修Ⅲ  総合教育センター 

１ 23 火 課題研究研修  総合教育センター 

 

 （２）選択必修研修（４日） 

    教科基礎群から２日と教育課題群から２日 

 （３）地区校長会が主催する研修（３日） 

    令和５年度は「社会福祉施設訪問と奉仕活動」、「特別支援学校の参観と体験」の２日間を中止

とする。この代替として、近隣の他の学校の授業見学や公開授業等に２回参加する。 
 

 ２ ２年次研修  

      教職研修 （ 令和６年度 １日） 
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初任者研修（高等学校）についての基本的な考え方 

 

 

長 野 県 教 育 委 員 会 

 

  初任者研修の実施に当たっては次の５項目を踏まえて、初任者がより円滑に教

育活動に入り、自主的に研修を積み、ゆとりをもって教育実践ができるような研

修にしていきたい。 

 

 １ 初任者の研修意欲を大切にし、自主的に研修ができるように援助や激励をす

る。 

 

 ２ 教職に身を置く喜び、教育に対する信念や自信、教育実践の意欲が身に付く

ようにする。 

 

 ３ 研修内容は、学習指導、生徒指導、生徒理解などにおける、基礎的・基本的

な事項を精選して行うようにする。 

 

 ４ 初任者への指導・助言等は、指導教員だけでなく、学校全体での協力的な指

導体制の中で行うようにする。 

 

 ５ 実践的、かつ効果的な研修にする。 
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 高等学校初任者研修実施要綱 

                             長野県教育委員会 

 １ 目  的 

   初任者研修は、新任教員に対して、教育公務員特例法（昭和 24年法律第１号）第 23条の規定

により、現職研修の一環として、１年間の研修を実施し、実践的指導力と使命感を養うととも

に幅広い知見を得させることを目的とする。 

 

 ２ 実施主体等 

   長野県教育委員会（以下「県教育委員会」という。）が実施する。 

   

 ３ 対 象 等 

(1) 初任者研修の対象は、高等学校の新任教員（以下「初任者」という。）とする。ただし、養

護教諭については、「新規採用養護教諭研修実施要綱」、実習助手については、「高等学校新

規採用実習助手研修実施要綱」を、別に定める。 

(2) 県教育委員会は、初任者に対して県教育委員会が定める年間研修計画及び関係学校の校長

（以下「校長」という。）が定める学校研修計画に従い、１年間の初任者研修を受けさせるも

のとする。 

(3) 初任者は、原則として、学級又は教科・科目を担当するものとする。ただし、校長は、初任 

者研修が効果的に実施できるよう、初任者の担当授業時数等校務分掌を軽減するものとする。 

 

４ 内  容 

初任者研修の内容は、次の表のとおりとする。 

   校外研修は、県教育委員会が主催または共催するものとする。 
 

５ 教諭経験者に対する研修日数・時間数の軽減 

教諭として１年以上の勤務経験を有し、任命権者が認める者については、研修日数・時間数を

以下のように軽減する。 

 (1) 校外研修のうち、以下の講座の受講を免除し、その代替として、講座１日あたり６時間

の校内研修を受けるものとする。（計 42時間） 

対象講座  体験研修（１日）、夏期研修（２日）、教科指導基礎研修Ⅲ（１日）、 

研 修 内 容 場  所 日 数 等 備  考 

校 内 研 修 在 勤 校 年間 210時間以上  

校
外
研
修 

センター等研修 総合教育センター等 15日 
２年間で22日を実施

（１年次21日、 

２年次１日） 

  

選択必修研修 総合教育センター等 ４日 

校長会が計画する研修 指定された会場 ３日 
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教科指導基礎研修Ⅳ（１日）、選択必修研修のうち教科基礎群の講座（２日） 

(2) 校内研修の年間時間数を、150時間に軽減する。 

(3) 対象となる初任者の校内研修総時間数は、192時間となる。 

 

６ 実施方法 

  (1) 県教育委員会は、長野県教員育成協議会を設置し、初任者研修の年間研修計画及びその他

実施上の諸問題について協議する。また、初任者研修が円滑に実施出来るよう、関係学校長等

連絡協議会を開催する。 

  (2) 県教育委員会は、関係学校の初任者研修の実施状況を把握するとともに、必要な指導・助

言等を行う。 

 

 ７ 年間研修計画 

(1) 県教育委員会は、初任者研修の実施計画を作成し、校外研修、校内研修の項目及び時期そ

の他必要な事項を定める。 

 (2) 年間研修計画においては、第４項に定める校内研修、校外研修の項目及び時期、その他必要

な事項を定める。 

(3) 県教育委員会は、初任者研修の進展に応じて、年間研修計画について適時必要な改善を行

うことができるものとする。 

 

 ８ 学校研修計画 

(1) 校長は、年間研修計画に基づき、校内体制や校区の状況に配慮し、指導教員等の参画を得  

て学校研修計画を作成するものとする。 

  (2) 学校研修計画は、初任者研修が円滑に実施できるよう、研修の時間については週時程内・

週時程外の区別なく各校において工夫するものとする。（ただし、初任者が生徒と接する放課

後の時間帯の確保について配慮するものとする。） 

(3) 校長は、当該関係学校における校内研修計画書及び校内研修報告書を県教育委員会に提出

するものとする。 

 

９ 校内体制 

  (1) 校長及び教頭は、学校研修計画に従い、研修項目に応じて初任者の指導及び助言に当たる

ものとする。 

  (2) 校長は、初任者が校外研修を受ける間、その授業が適切に行われるように配慮するものとす

る。 

(3) 校長は、校内に指導教員を援助する学校全体としての協同的な体制を確立するとともに、こ

れを校務分掌組織に位置づけるものとする。 

  (4) 指導教員は、校長の指導の下に、学校研修計画に従い初任者に対して指導及び助言を行うも

のとする。 

(5) 指導教員は、校長、教頭及びその他の教員による初任者に対する指導及び助言の状況を把

握し、年間を通して系統的、組織的な研修が行われるように、校長及び教頭と連絡調整をしな

ければならないものとする。 
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10 指導教員の任命 

   (1) 指導教員は、教頭、教諭又は講師の中から校長の意見に基づき、県教育委員会が命じるもの

とする。 

(2) 県教育委員会は、指導教員を命じることができるようにするため、当該関係学校に対して

教員定数又は非常勤講師についての措置を講じるものとする。 

(3) 校長は、初任者研修が円滑に実施できるようにするため、指導教員の担当授業時数等校務

分掌を軽減するものとする。 

 

11 教科指導員 

(1) 関係学校には、初任者に対する教科指導のため教科指導員を置くことができる。 

(2) 教科指導員は、初任者の所属する学校の教頭、教諭又は講師（非常勤講師を含む。）の中

から、校長が命じるものとする。 

   (3) 教科指導員は、校長の指導の下に、学校研修計画に従い初任者に対する教科指導を行うも

のとする。また、初任者に代わって授業を行うことができるものとする。 

  (4) 教科指導員が、教科指導を行うに当たっては、指導教員との密接な連携を図るものとする。 

(5) 県教育委員会は、教科指導員に係る措置として、関係学校に対して非常勤講師についての措

置を講じるものとする。 

 

12 非常勤講師 

県教育委員会は、指導教員及び教科指導員を命じることに伴い、必要となる非常勤講師の人数

に応じて非常勤職員を任命し、指導教員及び教科指導員の所属する学校に勤務を命じるものとす

る。 

     

 13 その他 

   この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定める。 
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Ⅰ 研修計画と実施 
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１ 校 内 研 修 

 

 学校研修計画は、各学校の校長が、県教育委員会の年間研修計画に基づき、校内職員組織や地区の

状況、初任者の特性、校外研修との関連等に配慮し、指導教員の参画を得て作成する。 

 

１ 校内研修の立案と実施 

 

研修時間 

・週７時間を基準とし、４時間程度の教科研修、３時間程度の一般研修及

び各学期１～２回程度の課題研究をあてる。なお、７時間のうち、時程

内に５時間程度の研修を行うこととする。 

・年間 210時間以上とする。 

・軽減対象者についても、上記基準に準じた形で適切に時間配分を行い、

研修を行うこととする。 
 

《時間割上の配慮》 

火曜日は、年間を通して校外研修が実施されるので、初任者の授業を空

けるよう配慮する。また、複数配置校では、共通空き時間を設定して共

通の研修に活用することが望ましい。 

研

修

内

容 

研修内容は、教科研修、一般研修及び課題研究とする。 

教科研修 

・教科指導内容・指導方法・評価等に関する事前事後の教科研究 

・指導教員、教科指導員、同じ教科の教員、その他校内教員が授業を行い、

初任者が参観する示範授業 

・初任者の授業を、指導教員、教科指導員、同じ教科の教員、その他校内

教員が参観して適切な指導助言を行う授業指導等 

・教科指導力向上のための研究授業の実施 

 （研究授業は、公開で実施し、年度の前半での実施が望ましい。） 

一般研修 

・教科以外の事項について、指導教員を中心に、各係等が指導する研修 

（基礎的素養、学級経営、特別活動、生徒指導等に関する事項につい

て、初任者の特質に配慮して精選重点化して実施する。） 

課題研究 

・教師としての職務遂行に関する「年間を通して研究する課題」を設定

し、継続的に研究する。各学期１～２回を研修計画に位置付けることが

できるように配慮し、指導教員等がアドバイスをすること。 

・課題研究の成果は、総合教育センターで実施する「課題研究研修」にお

いて発表する。 

学校業務 

・内容によっては、業務も研修として位置付けることができる。ただし、

業務遂行の中で、必ず指導者による指導が行われるよう計画することが

必要である。また、他の校内研修との一体化を図ることが望ましい。 
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２ 研修例 

研修は、学校の実状により工夫することが可能である。「教員育成指標」を意識して計画を立てる

ように心がけること。 

（例１）                      （例２） 

 月 火 水 木 金   月 火 水 木 金 

１  

校 
 

外 
 

研 
 

修 

   

週 
 

時 
 

程 
 

内 

１  

校 
 

外 
 

研 
 

修 

  
授業

参観 

２  
授業

参観 
  ２ 

授業

参観 
生指   

３ 
授業

参観 
  

教職

一般 
３   

研究

授業 
 

４   
研究

授業 
 ４     

５  
課題

研究 
  ５   

授業

研究 
 

６     ６     

 
 

 授業

研究 

生徒 

指導 

週 時 

程 外 

 教職

一般 

  課題

研究 

 

＊ 空 欄：通常勤務 

＊ 網掛欄：研修時間 

      校内研修は、時程外を含めて週７時間を基準に計画する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

３ 校内研修モデル 

（時程外を含めて週７時間の研修時間で、３学期制において各学期 10週の校内研修が行われる場合） 

学
期 １ 学 期 ２ 学 期 ３ 学 期 

研
修
方
針 

自己や自校に対する認識と、それに

基づく研修計画や研修課題の策定 
研修課題に対する取組 

研修課題の取組に対しての成果と課

題及び２年目の研修の見通し 

主 

な 

研 

修 

事 

項 

と 

研 

修 

時 

間 

の 
目 

安 

［
学
期
ご
と
の
要
点
］ 

◇一般研修（週３時間×10週） 

 ［教師としての自覚］ 

 ○教職一般（週１時間） 

  ・勤務のしくみ、教育目標 

  ・校内内規、教育関連法規 

  ・校務分掌の意義と実際 

  ・接遇の基本 

 ○生徒理解と生徒指導（週１時間） 

  ・生徒理解の基本 

・生徒指導の基本 

 ○特別活動等（週１時間） 

  ・ＨＲ指導参観と指導の基本 

・学校行事の意義 

  ・生徒会活動の意義 

  ・部活動の意義 

  ・保健安全指導の意義 

 

◇教科研修（週４時間×10週） 

 ［学習指導の基本的資質］ 

 ○授業参観（週１時間） 

 ○研究授業準備（週１時間） 

 ○研究授業＜教科指導員対象＞ 

（週１時間） 

 ※他に学期に１回公開研究授業 

 ○研究授業の反省（週１時間） 

 

◇課題研究（学期１～２回） 

 ［自己課題の策定］ 

※課題研究は年間を通して取り組

むものとする。 

 

◇一般研修（週３時間×10週） 

 ［教師としての取組と責務］ 

 ○教職一般（週１時間） 

  ・学校事務の基礎 

  ・人権教育の実際 

  ・ＰＴＡ活動の実際 

  ・勤労体験学習の指導 

 ○生徒理解と生徒指導（週１時間） 

  ・生徒理解と生徒指導の実際 

  ・進路指導の基本 

 ○ホームルーム経営（週１時間） 

  ・ＨＲ指導参観と指導の実際 

  ・家庭との連携 

  ・学校行事の実際 

  ・生徒会活動の実際 

  ・保健安全指導の実際 

 

◇教科研修（週４時間×10週） 

 ［学習指導の課題の取組］ 

 ○授業参観（週１時間） 

 ○研究授業準備（週１時間） 

○研究授業＜教科指導員対象＞ 

（週１時間） 

 ※他に学期に１回公開研究授業 

○研究授業の反省（週１時間） 

 

◇課題研究（学期１～２回） 

［自己課題の取組］ 

◇一般研修（週３時間×10週） 

 ［同僚性の発揮］ 

 ○教職一般（週１時間） 

  ・諸表簿の整理 

・危機管理の基本 

・学校自己評価 

・教育の課題 

 ○生徒理解と生徒指導（週１時間） 

  ・教育相談の実際 

  ・進路指導の実際 

・ＨＲ担任としての自覚と計画 

  ○特別活動等（週１時間） 

  ・学校行事の課題 

  ・生徒会活動の課題 

・部活動指導の課題 

・保健安全指導の課題 

 

◇教科研修（週４時間×10週） 

 ［学習指導の成果及び評価法］ 

 ○研究授業準備（週１時間） 

○研究授業＜教科指導員対象＞ 

（週１時間） 

 ※他に学期に１回公開研究授業 

○これまでの授業のふり返り 

（週２時間） 

 

◇課題研究（学期１～２回） 

［自己課題のまとめと発表会］ 

 

 



 

- 11 - 

２ 校 外 研 修 

 

 校外研修は、初任者に共通する事項の研修を行うことにより教育活動における力量の形成を図ると

ともに、幅広い知見を得ることを目的として実施する。 

 

１ 校外研修の内容 

(1)  日  数……２年間で 22日を実施するものとし、オンラインでの研修も含む。 

 (2)  実施形態……次の３つの形態により実施する。 

形    態 日 数 内    容    等 

セ ン タ ー 等 研 修 15日 
 総合教育センター等で実施する全員必修の研修 

１年次 14日、２年次１日 

選 択 必 修 研 修 ４日 

『長野県総合教育センター研修講座案内』に示した中

で、教科基礎群から２日、教育課題群から２日を選択し

て研修する。 

校長会が計画する研修 ３日 地区校長会が計画する研修（代替２日を含む） 

  

２  「校長会が計画する研修」について 

(1)  地区校長会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、「１社会福祉施設訪問

と奉仕活動」と「２特別支援学校の参観と体験」の２日間を中止し、年間１日（１回）以上の研

修を立案し、地区内の配置校に通知する。 

(2) 立案に当たっては、旧通学区程度に人数を分けるなど、少人数で実施できる研修を計画する。 

(3) 初任者研修実施校の校長は、年間１日間の当該研修を学校研修計画に盛り込む。 

(4) 実施に当たっては、地区当番校が連絡調整を図る。 

(5) 研修場所は日帰りできる範囲とする。 

《 計画例 》 

項   目 内          容 

１ 社会福祉施設 

訪問と奉仕活動 

・老人ホーム等の社会福祉施設を訪問し、参観と業務を体験する。 

       → 新型コロナウイルス感染症の状況が落ち着くまで休止 

２ 特別支援学校 

の参観と体験 

・特別支援学校を参観し、活動を体験することを通じて、特別支援教育の実

際を理解  → 新型コロナウイルス感染症の状況が落ち着くまで休止 

３ 企業等の視察

と懇談 

・地域の産業施設、企業等を見学して、地域との繋がりを学び、進路指導の

参考とする。 

・県下の代表的な企業を訪問し、先端技術や経営等について学習する。 

４ 小中学校等の 

授業等の参観 
・近隣の小中学校を訪問し、授業の参観、懇談、研究協議等を行う。 

  

 なお、令和５年度については、中止する２日間の代替研修として、近隣の他の学校の、授業

見学・初任者の研究授業やその他公開授業への参加を２回行うこと。研修の計画は各自で行い、

計画書および報告書にその内容を記載すること。 
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３ センター等研修（共通必修研修） 

初任者を対象に、学習指導、生徒指導、生徒理解等における基礎的・基本的な事項に関する研

修を実施し、使命感と実践的指導力を養うとともに、幅広い知見を得させ、教員としての資質の

向上を図る。 

   研修の詳細は、『長野県総合教育センター 研修講座案内』(冊子・ダウンロード版)を参考にする。 

 

※ 会場の記載がない場合は、すべて総合教育センターで実施 

期  日 研 修 名 内    容 備  考 

４月18日
(火) 

教職基礎研修Ⅰ 

講義 「教育公務員としての服務の基本」  
高校教育課 教育幹兼管理係長 

講義 「長野県における教育課題と展望」 
  学びの改革支援課 教育幹兼高校教育指導係長 

講話 「初任者に期待すること」  
総合教育センター所長 

演習 「教員のモラルと接遇」 
教職教育部 専門主事 

 
 
 

４月25日
(火) 

教科指導基礎研修Ⅰ 

講義・演習「授業力向上に向けて」 
講師 信州大学 教授 小山 茂喜 

（教科別分科会） 
講義・演習「授業づくりの基礎・基本」(教科別) 
研究協議「授業改善に向けた課題解決のための手立て

を考える」 

 

５月９日
(火) 

生徒指導基礎研修Ⅰ 

講義・演習「生徒指導の意義と目的」 
       生徒指導・特別支援教育部 専門主事 
講義・演習「長野県における人権教育の現状と課題」 

心の支援課 指導主事 
講義・演習「インクルーシブな教育の実現に向けて」 

特別支援教育課 主任指導主事 

 

５月16日
(火) 

体験研修Ａ 

【一部、林業総合センターにて実施】 

講義「学校現場で起こりやすい危険への対応とその予防」  

体育センター 専門主事 

体験「野外活動」 

林業総合センター森林学習展示館 職員 

講義・演習「まもるいのち・ひろめるぼうさい」 
講師 日本赤十字社長野県支部 青少年赤十字 

プログラム指導者  

Ａ,Ｂいずれ

か指定された

１講座を受講 

 

詳細別送 ５月23日
(火) 

体験研修Ｂ 

６月６日
(火) 

教科指導基礎研修ⅡＡ 【授業協力校にて実施】 
 
授業参観 
 
研究協議「授業研究会～参観研修を通して～」 
    「授業用ワークシート研究会」 

Ａ～Ｃのうち

指定された 

１講座を受講 

 
詳細別送 

６月13日
(火) 

教科指導基礎研修ⅡＢ 

６月20日
(火) 

教科指導基礎研修ⅡＣ 

 

７月18日
(火) 

夏期研修Ⅰ 

【オンライン研修】 

オンライン講義「授業と評価の一体化」 

講師 山梨大学 名誉教授 堀 哲夫 

研究協議「１枚ポートフォリオ評価法の活用について」 

詳細別送 
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７月24日 

（月） 

夏期研修ⅡＡ 

摸擬授業・研究協議「教科指導力向上に向けて」 
 

Ａ,Ｂいずれ

か指定された

１講座を受講 
 
詳細別送 

７月25日 

（火） 

夏期研修ⅡＢ 

７月31日       

  (月)～ 

８月21日 

（月） 

 

８月22日 

（火） 

 

教職基礎研修Ⅱ 
【オンデマンド研修】 

 
 
 
 
 

【オンライン研修】 
 
 
 
 

【オンデマンド動画視聴】 
講義・演習①「キャリア教育の現状と課題」 

   学びの改革支援課 高校教育指導係 指導主事 

講義・演習②「教材づくりと著作権」 
情報・産業教育部 専門主事 

【オンライン研修】 
 講義・演習③「ネット社会の現状と情報モラル教育」 

生徒指導・特別支援教育部 専門主事 
研究協議①「キャリア教育の現状と課題」 

 研究協議②「教材づくりと著作権」 
 研究協議③「ネット社会の現状と情報モラル教育」 

詳細別送 

８月29日
(火) 

教職基礎研修Ⅲ 

講義・演習「学校教育に活かすコーチング」 
   講師 ＰＨＰ研究所公認ビジネスコーチ 

（上級） 久米 昭洋 
講義・演習「教育法規に基づく教育実践」 

講師 多摩大学 准教授 山田 知代  

 

９月５日
(火) 生徒指導基礎研修Ⅱ  

講義・演習「多様な教育的ニーズに対応する高校 
～改訂された『生徒指導提要』が目指す視点から～」 

講師 日本大学 教授 藤平 敦 
 

10月17日 

(火) 
教科指導基礎研修Ⅲ 

講義「参観の観点」 
教職教育部 教育指導専門員 

授業参観  中学校の授業を動画で参観 
研究協議 「授業研究会 ～参観研修を通して～」 
研究協議 「授業改善に向けて」 

 

11月7日
(火) 

教科指導基礎研修ⅣＡ 【授業協力校にて実施】 
 
研究授業・授業参観 
 
研究協議「授業研究会～参観研修を通して～」 
    「実践事例検討会」 

Ａ～Ｃのうち

指定された 

１講座を受講 

 

詳細別送 

 

11月14日
(火) 

教科指導基礎研修ⅣＢ 

11月28日
（火) 

教科指導基礎研修ⅣＣ 

12月５日
（火) 

生徒指導基礎研修Ⅲ 

講義・演習「生徒指導とホームルーム経営」 
生徒指導・特別支援教育部 専門主事 

講義・演習「保健室の事例から考える校内連携」 
保健厚生課 指導主事 

講義・演習「教育相談と人間関係づくり」 
講師 松本大学 教授 岸田 幸弘 

 

令和６年 
１月23日

(火) 
課題研究研修  

発表「教科指導に係る自己課題研究発表会」 
研究協議 

詳細別送 

令和 
６年度 

２年次教職研修    教職研修 １日  

 

４ 選択必修研修 

  総合教育センター又は体育センターの該当する講座から４日選択して受講する。そのうち２日は

教科基礎群から、残り２日は教育課題群から選んで受講する。 



- 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 計画書・報告書等 
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１ 計画書及び報告書について 

 

校長は、次の書類を作成して、所定の提出先に提出する。作成の際は、「Ⅱ 研修計画と実施」

を参照すること。 

作 成 書 類 提 出 期 限 提 出 先 

選択必修研修申込み ４月 21日(金)  総合教育センター 

 高等学校初任者研修対象教員報告書（様式１） 

５月 11日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学びの改革 

支援課長 

 

電子メールで送付 

様式６のみ郵送可 

 

高等学校初任者研修指導教員・教科指導員報告書 

（様式２） 

 高等学校初任者研修非常勤講師等報告書（様式３） 

 高等学校初任者研修学校計画書（前期）（様式４―１） 

※ 対象教員ごとに作成 
５月 12日（金） 

 高等学校初任者研修学校計画書（後期）（様式４―２） 

※ 対象教員ごとに作成 
10月２日（月） 

 高等学校初任者研修学校報告書（前期）（様式５―１） 

※ 対象教員ごとに作成 

 高等学校初任者研修学校報告書（後期）（様式５―２、

様式６）  ※ 対象教員ごとに作成 

令和６年 

３月５日（火） 

 校長会が計画する研修計画書（様式７） 

（地区当番校校長が作成） 
５月 11日（木） 

 校長会が計画する研修報告書（様式８） 

（地区当番校校長が作成） 

令和６年 

３月５日（火） 

 指定研修講座欠席・遅刻・早退届（様式第60号） 

講座実施日直近

（１週間以内）は

総合教育センター

教職教育部に連絡 

 

総合教育 

センター所長 

電子申請にて提出 

 指定研修猶予願（様式第40号） 

※２年次研修対象者で、年度の全ての講座に出席することが

できない場合に提出 

４月 14日（金） 

 

総合教育センター

教職教育部 

郵送にて提出 

《提出について》 

① 各様式は、総合教育センターホームページからダウンロードできる。 

② 書類（様式１～８）は、電子メール添付ファイルで、学びの改革支援課に提出する。 

送付の際のファイル名は「学校番号＋学校名＋初任研＋(初任者名)＋様式番号」 

（例）「79深志初任研（初任者名）様式１」 

③（様式６）は郵送も可とする。 



（様式１）

　　年　　月　　日　

長野県教育委員会　様

　　　　　　　　　　高等学校長 

　次のとおり報告します。

ふ　り　が　な

氏　　　　名

１ 担　当　課　程

２ 担　当　教　科

３ 持 ち 時 間 数

４ 担　任　

５
初任者と同一教科を担
当する教員数(本人は
除く)

*１、２、４、５はプルダウンメニューから選択する。

 週（　　　　）時間

高等学校 初任者研修対象教員報告書

 週（　　　　）時間  週（　　　　）時間

２
各

様
式
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（様式２）

　　年　　月　　日　
長野県教育委員会　様

　　　　　　　　　高等学校長  　　
　次のとおり報告します。

指　　導　　教　　員

ふ　り　が　な

氏　　　　名

1 職　　　　　名

2 担　当　教　科

3 持 ち 時 間 数  週（　　　　）時間  週（　　　　）時間  週（　　　　）時間  週（　　　　）時間

4
週時程内の初任者
 指　導　時　数

（　　　）時間 （　　　）時間 （　　　）時間 （　　　）時間

5 校　務　分　掌

6 教　職　経　験 （　　　）年 （　　　）年 （　　　）年 （　　　）年

＊指導教員が教科指導員を兼ねる場合には、「指導教員」及び「教科指導員」の両方の欄に記入する。

高等学校　初任者研修指導教員・教科指導員報告書

№

教　　　　　科　　　　　指　　　　　導　　　　　員
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（様式３）

　　年　　月　　日　

長野県教育委員会　様

　　　　　　　　　　高等学校長 

　次のとおり報告します。

ふ　り　が　な

氏　　　　名

1 担　当　教　科

2 持 ち 時 間 数  週（　　　　）時間  週（　　　　）時間  週（　　　　）時間

3 任　用　形　態

* １はプルダウンメニューから選択する。

高等学校　初任者研修非常勤講師等報告書
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教科

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

時間

種

月 実施日（　） 実施日（　） 実施日（　）

18（火） 1
25（火） 1

 9（火） 1
16（火）
23（火）

６（火）
13（火）
20（火）

18（火） 1
24（月）
25（火）
31(月)～
22（火） 1
29（火） 1

５（火） 1

前期 7 0 0

日

１　 校　　　内　　　研　　　修

教職基礎研修Ⅱ(オンライン)

研修日数の合計（ｄ） 研修日数の合計（ｅ） 研修日数の合計（ｆ）

前期研修日数の総計（ｄ＋ｅ＋ｆ） 7

生徒指導基礎研修Ⅰ
体験研修Ａ
体験研修Ｂ

教科指導基礎研修ⅡＡ

生徒指導基礎研修Ⅱ

5月

前期研修時間の総計（ａ＋ｂ＋ｃ） 0

２　 校　　　外　　　研　　　修

研修の形態

教職基礎研修Ⅰ
研修の内容

研修
日数

研修の内容
4月

       令和 　　年　　月　　日

長野県教育委員会　様

（様式４－１）

初任者氏名

令和５年度　初任者研修学校計画書（前期）　　　

教科指導員氏名指導教員氏名

　　　　　　　　　　　　高等学校長　

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

4月からの累計（ａ） 4月からの累計（ｂ） 4月からの累計（ｃ）

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

９月

月

５月

月間研修時間の合計

８月

（担当者）
研修
時間

教科研修の内容 課題研究の内容

６月

７月

研修
時間

月間研修報告

一般研修の内容
研修
時間

担当者担当者

４月

8月

教科指導基礎研修ⅡＣ

教科指導基礎研修Ⅰ

夏期研修Ⅰ(オンライン)
夏期研修ⅡＡ

9月

7月

夏期研修ⅡＢ

センター等研修（共通必修研修） 校長会が計画する研修・代替研修

教職基礎研修Ⅱ(オンデマンド)

教職基礎研修Ⅲ

研修のねらい

6月
教科指導基礎研修ⅡＢ

研修の内容

選択必修研修 研修
日数

研修
日数
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教科

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

時間 時間

種

月 実施日（　） 実施日（　） 実施日（　）

17（火） 1

７（火）
14（火）
28（火）

５（火） 1

23（火） 1

後期 3 0 0

日 日後期研修日数の総計（ｄ＋ｅ＋ｆ） 3

年間研修時間の総計（前期＋後期） 0

年間研修日数の総計（前期＋後期） 10

研修日数の合計（ｄ） 研修日数の合計（ｅ） 研修日数の合計（ｆ）

３月

２月

１月 課題研究研修

１２月 生徒指導基礎研修Ⅲ

教科指導基礎研修ⅣＣ

１１月 教科指導基礎研修ⅣＡ
教科指導基礎研修ⅣＢ

１０月 教科指導基礎研修Ⅲ

センター等研修（共通必修研修） 研修
日数

研修
日数

研修
日数

研修の内容

選択必修研修

研修の内容

校長会が計画する研修・代替研修

研修の内容

後期研修時間の総計（ａ＋ｂ＋ｃ） 0

２　 校　　　外　　　研　　　修

研修の形態

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

10月からの累計（ａ） 10月からの累計（ｂ） 10月からの累計（ｃ）

　３月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

　２月

　１月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

１２月

１１月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

担当者 課題研究の内容
研修
時間

（担当者）

１０月

月 教科研修の内容
研修
時間

担当者 一般研修の内容
研修
時間

教科指導員氏名

月間研修報告

初任者氏名

研修のねらい

１　 校　　　内　　　研　　　修

（様式４－２）
令和　　年　　月　　日

令和５年度　初任者研修学校計画書（後期）

長野県教育委員会　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　年　月　日
長野県教育委員会　様

　　　　　　　　　　　　高等学校長　

指導教員氏名
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教科

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

時間

種

月 実施日（　） 実施日（　） 実施日（　）

18（火） 1
25（火） 1

 9（火） 1
16（火）
23（火）

６（火）
13（火）
20（火）

18（火） 1
24（月）
25（火）
31(月)～
22（火） 1
29（火） 1

５（火） 1

前期 7 0 0

日

研修日数の合計（ｄ） 研修日数の合計（ｅ） 研修日数の合計（ｆ）

生徒指導基礎研修Ⅱ

記入例

前期研修日数の総計（ｄ＋ｅ＋ｆ） 7

9月

8月 教職基礎研修Ⅱ(オンライン)

教職基礎研修Ⅲ

夏期研修ⅡＢ
教職基礎研修Ⅱ(オンデマンド)

7月 夏期研修Ⅰ(オンライン)
夏期研修ⅡＡ

6月 教科指導基礎研修ⅡＡ
教科指導基礎研修ⅡＢ
教科指導基礎研修ⅡＣ

体験研修Ｂ

5月 生徒指導基礎研修Ⅰ
体験研修Ａ

4月 教職基礎研修Ⅰ
教科指導基礎研修Ⅰ

研修の形態

センター等研修（共通必修研修） 研修
日数

選択必修研修 研修
日数

校長会が計画する研修・代替研修 研修
日数

研修の内容 研修の内容 研修の内容

4月からの累計（ａ） 4月からの累計（ｂ） 4月からの累計（ｃ）

前期研修時間の総計（ａ＋ｂ＋ｃ） 0

２　 校　　　外　　　研　　　修

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

９月

８月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

７月

６月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

５月

（担当者）

４月

月間研修報告

月 教科研修の内容
研修
時間

担当者 一般研修の内容
研修
時間

担当者 課題研究の内容
研修
時間

教科指導員氏名

１　 校　　　内　　　研　　　修

研修のねらい

（様式４－１）
       令和 　　年　　月　　日

令和５年度　初任者研修学校計画書（前期）

　　　　　　　　　　　　高等学校長　

初任者氏名 指導教員氏名

①公開授業、参観研修、専門教科に関わる指導法や研究など
の研修 内容とする。
②週４時間程度を目安とする。
③指導は教科指導員を中心に、同じ教科を担当する
教員や、授業を見学させてもらった教員など、できるだ
け多くの教員が担当し、教科指導員・教科指導員はそ
の計画・連絡・調整を行うこと。

①公開授業、参観研修、専門教科に関わる指導法や研究などの
研修 内容とする。
②週４時間程度を目安とする。
③指導は教科指導員を中心に、同じ教科を担当する教
員や、授業を見学させてもらった教員など、できるだけ
多くの教員が担当し、教科指導員・教科指導員はその
計画・連絡・調整を行うこと。

①公開授業、参観研修、専門教科に関わる指導法や研究な
どの研修 内容とする。
②週４時間程度を目安とする。
③指導は教科指導員を中心に、同じ教科を担当する
教員や、授業を見学させてもらった教員など、できる
だけ多くの教員が担当し、教科指導員・教科指導員
はその計画・連絡・調整を行うこと。

①必要に応
じて記入欄
を下に加え

①１週間の研修時間は、教科研修・一般研修
を合わせて７時間程度とし、時程内の研修を
５時間程度とする。

①年間210時間を確保する。

②軽減対象者については、年間192時間を確

保する。

①年間21日を実施するものとする。
②内訳は、センター等研修14日、選択必修研
修４日、校長会が計画する研修３日（令和５年
度はうち代替が２日）。

①地区校長会から通知された研修（1日）を
記入する。令和４年度については、代替研
修として、近隣の他の学校への、授業見学・
初任者の研究授業やその他公開授業への
参加を、年間２回計画すること。（令和５年

①指定された講座のみを黒字にして研
修日数を記入し、不要な講座を削除す
る。
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教科

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

時間 時間

種

月 実施日（　） 実施日（　） 実施日（　）

17（火） 1

７（火）
14（火）
28（火）

５（火） 1

23（火） 1

後期 3 0 0

日 日

研修日数の合計（ｆ）

後期研修日数の総計（ｄ＋ｅ＋ｆ） 3 年間研修日数の総計（前期＋後期） 10

研修日数の合計（ｄ） 研修日数の合計（ｅ）

３月

２月

１月 課題研究研修

１２月 生徒指導基礎研修Ⅲ

１１月 教科指導基礎研修ⅣＡ
教科指導基礎研修ⅣＢ
教科指導基礎研修ⅣＣ

研修の内容
１０月 教科指導基礎研修Ⅲ

２　 校　　　外　　　研　　　修

研修の形態

センター等研修（共通必修研修） 研修
日数

選択必修研修 研修
日数

校長会が計画する研修・代替研修 研修
日数

研修の内容 研修の内容

後期研修時間の総計（ａ＋ｂ＋ｃ） 0 年間研修時間の総計（前期＋後期） 0

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

10月からの累計（ａ） 10月からの累計（ｂ） 10月からの累計（ｃ）

　３月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

　２月

　１月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

１２月

１１月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

課題研究の内容
研修
時間

（担当者）

１０月

研修のねらい

月間研修報告

月 教科研修の内容
研修
時間

担当者 一般研修の内容
研修
時間

担当者

指導教員氏名 教科指導員氏名

１　 校　　　内　　　研　　　修

（様式４－２）

令和　　年　　月　　日

令和５年度　初任者研修学校計画書（後期）

長野県教育委員会　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　年　月　日
長野県教育委員会　様

　　　　　　　　　　　　高等学校長　

記入例

初任者氏名

①公開授業、参観研修、専門教科に関わる指導法や研究など
の研修 内容とする。
②週４時間程度を目安とする。
③指導は教科指導員を中心に、同じ教科を担当する
教員や、授業を見学させてもらった教員など、できるだ
け多くの教員が担当し、教科指導員・教科指導員はそ
の計画・連絡・調整を行うこと。

①教科以外の事項についての研修とし、教職一般、校務
分掌や特別活動、ＨＲ指導などを研修内容とする。

②週３時間程度を目安とする。
③指導は指導教員が中心に、関連する分掌等を
担当する教員などし、できるだけ多くの教員が担

当し、指導教員はその計画・連絡・調整を行うこと。

①初任者が「年間を通して研修する課題」を設定し、継続
的に研究できる内容が望ましい。
②各学期１～２回程度を目安とする

③校内にｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修の対象者がいる場合は
アドバイスをもらうなど、できるだけ多くの教員が
関わるようにし、指導教員はその計画・連絡・調整

を行うこと。

①１週間の研修時間は、教科研修・一般研
修を合わせて７時間程度とし、時程内の研修
を５時間程度とする。

①必要に
応じて記入
欄を下に加

①年間210時間を確保する。

②軽減対象者については、年間192時間を確

保する。

①年間21日を実施するものとする。
②内訳は、センター等研修14日、選択必修研
修４日、校長会が計画する研修３日（令和５
年度はうち代替が２日）。

①地区校長会から通知された研修（1
日）を記入する。令和５年度については、
代替研修として、近隣の他の学校への、
授業見学・初任者の研究授業やその他
公開授業への参加を、年間２回計画す

①指定された講座のみを黒字にして
研修日数を記入し、不要な講座を削
除する。
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教科

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

時間

種

月 実施日（　） 実施日（　） 実施日（　）

18（火） 1
25（火） 1

 9（火） 1
16（火）
23（火）

６（火）
13（火）
20（火）

18（火） 1
24（月）
25（火）
31(月)～
22（火） 1
29（火） 1

５（火） 1

前期 7 0 0

日

研修の内容

選択必修研修 研修
日数

研修
日数

センター等研修（共通必修研修） 校長会が計画する研修・代替研修

生徒指導基礎研修Ⅰ
体験研修Ａ

教職基礎研修Ⅰ4月

教科指導基礎研修ⅡＣ

教科指導基礎研修Ⅰ

教職基礎研修Ⅲ

6月

体験研修Ｂ

教科指導基礎研修ⅡＡ

5月

教職基礎研修Ⅱ(オンライン)

夏期研修Ⅰ(オンライン)
夏期研修ⅡＡ
夏期研修ⅡＢ

教職基礎研修Ⅱ(オンデマンド)

教科指導基礎研修ⅡＢ

生徒指導基礎研修Ⅱ

8月

9月

7月

課題研究の内容

６月

７月

研修
時間

８月

担当者担当者

４月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

１　 校　　　内　　　研　　　修

（担当者）
研修
時間

教科研修の内容

月間研修報告

一般研修の内容
研修
時間

９月

月

５月

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

4月からの累計（ａ） 4月からの累計（ｂ） 4月からの累計（ｃ）

月間研修時間の合計月間研修時間の合計

　　　　　　　　　　　　高等学校長　

月間研修時間の合計

月間研修時間の合計

       令和 　　年　　月　　日
（様式５－１）

初任者氏名

令和５年度　初任者研修学校報告書（前期）　　　

教科指導員氏名指導教員氏名

前期研修時間の総計（ａ＋ｂ＋ｃ） 0

２　 校　　　外　　　研　　　修

研修の形態

研修の内容

研修
日数

研修の内容

前期の
ふりかえり

前期研修日数の総計（ｄ＋ｅ＋ｆ） 7

研修日数の合計（ｄ） 研修日数の合計（ｅ） 研修日数の合計（ｆ）
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教科

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

時間 時間

種

月 実施日（　） 実施日（　） 実施日（　）

17（火） 1

７（火）
14（火）
28（火）

５（火） 1

23（火） 1

後期 3 0 0

日 日

（様式５－２）
令和　　年　　月　　日

令和５年度　初任者研修学校報告書（後期）

長野県教育委員会　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　年　月　日
長野県教育委員会　様

　　　　　　　　　　　　高等学校長　

１０月 教科指導基礎研修Ⅲ

教科指導員氏名

月 教科研修の内容
研修
時間

担当者

１　 校　　　内　　　研　　　修

月間研修報告

初任者氏名

研修のねらい

指導教員氏名

一般研修の内容
研修
時間

３月

２月

１月 課題研究研修

１２月 生徒指導基礎研修Ⅲ

教科指導基礎研修ⅣＣ

担当者 課題研究の内容
研修
時間

（担当者）

１０月

教科指導基礎研修ⅣＡ
教科指導基礎研修ⅣＢ

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

１１月

１１月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

１２月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

　１月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

　２月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

　３月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

10月からの累計（ａ） 10月からの累計（ｂ） 10月からの累計（ｃ）

後期研修時間の総計（ａ＋ｂ＋ｃ） 0

２　 校　　　外　　　研　　　修

研修の形態

センター等研修（共通必修研修） 研修
日数

研修
日数

研修
日数

研修の内容

選択必修研修

研修の内容

校長会が計画する研修・代替研修

研修の内容

研修日数の合計（ｆ）

後期研修日数の総計（ｄ＋ｅ＋ｆ） 3

年間研修時間の総計（前期＋後期） 0

年間研修日数の総計（前期＋後期） 10

研修日数の合計（ｄ） 研修日数の合計（ｅ）
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教科

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

時間

種

月 実施日（　） 実施日（　） 実施日（　）

18（火） 1
25（火） 1

 9（火） 1
16（火）
23（火）

６（火）
13（火）
20（火）

18（火） 1
24（月）
25（火）
31(月)～
22（火） 1
29（火） 1

５（火） 1

前期 7 0 0

日

記入例

研修日数の合計（ｄ） 研修日数の合計（ｅ） 研修日数の合計（ｆ）

教職基礎研修Ⅱ(オンライン)

生徒指導基礎研修Ⅰ
体験研修Ａ
体験研修Ｂ

前期研修日数の総計（ｄ＋ｅ＋ｆ） 7

9月 生徒指導基礎研修Ⅱ

5月

4月

8月

夏期研修Ⅰ(オンライン)
夏期研修ⅡＡ

7月

夏期研修ⅡＢ
教職基礎研修Ⅱ(オンデマンド)

教職基礎研修Ⅲ

6月
教科指導基礎研修ⅡＢ
教科指導基礎研修ⅡＡ

教科指導基礎研修ⅡＣ

研修の内容 研修の内容 研修の内容
教職基礎研修Ⅰ

教科指導基礎研修Ⅰ

選択必修研修 研修
日数

校長会が計画する研修・代替研修

前期の
ふりかえり

９月

前期研修時間の総計（ａ＋ｂ＋ｃ） 0

２　 校　　　外　　　研　　　修

研修の形態

センター等研修（共通必修研修） 研修
日数

研修
日数

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

4月からの累計（ａ） 4月からの累計（ｂ） 4月からの累計（ｃ）

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

８月

７月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

６月

５月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

担当者 課題研究の内容
研修
時間

（担当者）

４月

教科指導員氏名

１　 校　　　内　　　研　　　修

月間研修報告

月 教科研修の内容
研修
時間

担当者 一般研修の内容
研修
時間

（様式５－１）

       令和 　　年　　月　　日

令和５年度　初任者研修学校報告書（前期）　　　

　　　　　　　　　　　　高等学校長　

初任者氏名 指導教員氏名

①公開授業、参観研修、専門教科に関わる指導法や研究など
の研修 内容とする。
②週４時間程度を目安とする。
③指導は教科指導員を中心に担当するが、同じ教科
を担当する教員や、授業を見学させてもらった教員な
ど、できるだけ多くの教員が担当し、教科指導員・教科
指導員はその計画・連絡・調整を行うこと。

①教科以外の事項についての研修とし、教職一般、校務
分掌や特別活動、ＨＲ指導などを研修内容とする。

②週３時間程度を目安とする。
③指導は指導教員が中心に担当するが、関連す
る分掌等を担当する教員など、できるだけ多くの
教員が担当し、指導教員はその計画・連絡・調整

①初任者が「年間を通して研修する課題」を設定し、継続的
に研究できる内容が望ましい。
②各学期１～２回程度を目安とする

③校内にｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修の対象者がいる場合はア
ドバイスをもらうなど、できるだけ多くの教員が関わ
るようにし、指導教員はその計画・連絡・調整を行う

①必要に
応じて記入
欄を下に加

①１週間の研修時間は、教科研修・一般研修
を合わせて７時間程度とし、時程内の研修を
５時間程度とする。

①年間210時間を確保する。

②軽減対象者については、年間192時間を確保する。

①指定された講座のみを黒字にして
研修日数を記入し、不要な講座を削除
する。

①年間21日を実施するものとする。
②内訳は、センター等研修14日、選択必修研
修４日、校長会が計画する研修３日（令和５年
度はうち代替が２日）。

①地区校長会から通知された研修（1日）を記入
する。令和５年度については、代替研修として、
近隣の他の学校への、授業見学・初任者の研
究授業やその他公開授業への参加を、年間２回
計画すること。（年度の後半でも構いません）
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教科

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

時間 時間

種

月 実施日（　） 実施日（　） 実施日（　）

17（火） 1

７（火）
14（火）
28（火）

５（火） 1

23（火） 1

後期 3 0 0

日 日

研修日数の合計（ｄ） 研修日数の合計（ｅ） 研修日数の合計（ｆ）

後期研修日数の総計（ｄ＋ｅ＋ｆ） 3 年間研修日数の総計（前期＋後期） 10

３月

２月

１月 課題研究研修

１２月 生徒指導基礎研修Ⅲ

教科指導基礎研修ⅣＣ

１１月 教科指導基礎研修ⅣＡ
教科指導基礎研修ⅣＢ

１０月 教科指導基礎研修Ⅲ
研修の内容

２　 校　　　外　　　研　　　修

研修の形態

センター等研修（共通必修研修） 研修
日数

選択必修研修 研修
日数

校長会が計画する研修・代替研修 研修
日数

研修の内容 研修の内容

後期研修時間の総計（ａ＋ｂ＋ｃ） 0 年間研修時間の総計（前期＋後期） 0

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

10月からの累計（ａ） 10月からの累計（ｂ） 10月からの累計（ｃ）

　３月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

　２月

　１月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

１２月

１１月

月間研修時間の合計 月間研修時間の合計 月間研修時間の合計

課題研究の内容
研修
時間

（担当者）

１０月

１　 校　　　内　　　研　　　修

月間研修報告

月 教科研修の内容
研修
時間

担当者 一般研修の内容
研修
時間

担当者

初任者氏名 指導教員氏名 教科指導員氏名

（様式５－２）

令和　　年　　月　　日

令和５年度　初任者研修学校報告書（後期）

長野県教育委員会　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　年　月　日
長野県教育委員会　様

　　　　　　　　　　　　高等学校長　

記入例

①公開授業、参観研修、専門教科に関わる指導法や研究など
の研修 内容とする。
②週４時間程度を目安とする。
③指導は教科指導員を中心に担当するが、同じ教科
を担当する教員や、授業を見学させてもらった教員な
どが連携し、できるだけ多くの教員が担当し、教科指導
員・教科指導員はその計画・連絡・調整を行うこと。

①教科以外の事項についての研修とし、教職一般、校務
分掌や特別活動、ＨＲ指導などを研修内容とする。

②週３時間程度を目安とする。
③指導は指導教員が中心に担当するが、関連す
る分掌等を担当する教員などが連携し、できるだ
け多くの教員が担当し、指導教員はその計画・連
絡・調整を行うこと。

①初任者が「年間を通して研修する課題」を設定し、継続的
に研究できる内容が望ましい。
②各学期１～２回程度を目安とする

③校内にｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ研修の対象者がいる場合はア
ドバイスをもらうなど、できるだけ多くの教員が関わ
るようにし、指導教員はその計画・連絡・調整を行
うこと。

①必要に
応じて記入
欄を下に加

①１週間の研修時間は、教科研修・一般研修
を合わせて７時間程度とし、時程内の研修を
５時間程度とする。

①年間210時間を確保する。

②軽減対象者については、年間192時間を確保

する。

①指定された講座のみを黒字にして研
修日数を記入し、不要な講座を削除す
る。

①年間21日を実施するものとする。
②内訳は、センター等研修14日、選択必修研
修４日、校長会が計画する研修３日（令和５
年度はうち代替が２日）。

①地区校長会から通知された研修（1日）を
記入する。令和５年度については、代替研
修として、近隣の他の学校への、授業見学・
初任者の研究授業やその他公開授業への
参加を、年間２回計画すること。
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（様式６）          高等学校初任者研修学校報告書 

 高等学校名                    高等学校  対象教員氏名   

 研修テーマ       

 

■校外研修〔総合教育センター及び校長会が計画・実施する初任者研修〕の研修成果と今後の課題 

 

 

 

 

 

 

■校内研修の振返り 

(1) 教員としての使命と自覚について（職務の遂行と勤務上の反省等） 

 

 

 

(2) 学校教育目標や校内組織について（校務分掌や学年会などそれぞれの役割等） 

 

 

 

(3) 学校と地域社会、PTA、保護者との連携について 

 

 

 

(4) 生徒会、クラブ活動等の指導について 

 

 

 

 

■学校長所見 

 本校研修対象者       教諭の初任者研修（１年次）報告書を作成し、提出します。 

                                       年  月  日 

                 〔         〕高等学校長               



（様式7）

長野県教育委員会　様

次のとおり報告します。

月・日
（ 曜 ）

・

（　　）

・

（　　）

・

（　　）

・

（　　）

・

（　　）

4

令和５年度「校長会が計画する研修」計画書

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区　当番校校長　　　　　　　　　　　　　(高校）

5

3

2

備考

1

回 研修事項 研修場所 研修内容
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（様式8）

長野県教育委員会　様

次のとおり報告します。

月・日
（ 曜 ）

・

（　　）

・

（　　）

・

（　　）

・

（　　）

・

（　　）

令和５年度「校長会が計画する研修」報告書

　　年　　月　　日

回 研修事項 研修場所

1

研修内容 備考

2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地区　当番校校長　                               （高校）

5

4

3
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Ⅲ 初任者研修実施のための組織 



- 31 - 

１ 高等学校初任者研修実施要綱細目 

 

１ 初任者研修の対象となる新任教員 

初任者研修の対象は、高等学校の新任教員（臨時的に任用された者を除く。）とする。 

 

２ 研修計画の変更について 

校長は、学校研修計画を変更する場合、「初任者研修学校計画書」の該当箇所を変更の上、県教 

育委員会に再提出する。    

 

３ 指導教員等に係る定数等加配措置 

      指導教員に係る措置 教科指導員に係る措置 

１人配置校 非常勤講師（１名） － 

２人配置校 教員定数（１名） 教科指導の非常勤講師（１名） 

３人配置校 教員定数（１名） 教科指導の非常勤講師（１名） 

 

４ 実施体制 

初任者研修を円滑かつ効果的に実施するため、初任者研修担当の指導主事・専門主事を、学びの

改革支援課、総合教育センター及び体育センターに置く。 

  

５ その他 

  この実施要綱細目に定めるもののほか、初任者研修の実施について必要な事項等は、県教育委員

会が関係者と協議して決定する。 

 



２　初任者研修の実施系統図（高等学校）

(2)　初任者研修実施要綱細目を定める

(3)　初任者研修実施校の決定

(4)　指導教員・教科指導員の任命

(5)　非常勤講師の配置

　　（関係学校長等連絡協議会等）

(1)　具体的研修内容の策定

(2)　研修の具体的な推進

　ア　センター等研修（15日）

校長会が計画する研修 　イ　選択必修研修　（４日）
　　　(３日）

(3)　各初任者のセンター等研修及び選択

校内研修（210時間以上）

　 必修研修の研修計画と実施状況の把握

(1)　初任者研修実施要綱を定める

(6)　基本的研修内容の企画

(8)　各会議の開催

(7)　各初任者の研修計画と実施状況の把握

各　 高 　等 　学 　校

長 野 県 教 育 委 員 会 事 務 局

総　 合　 教  育 　セ　 ン　 タ　 ー

各　地　区　校　長　会

関係学校長等連絡協議会

　　長野県
　　教員育成協議会
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３ 実施のための校内体制 

 

 校長の指導のもと、研修とその指導について、指導教員を中心として初任者研修委員会（係）等で

協議し、全教職員が一致協力して、効果的な研修が実施されるよう校内体制を確立する。 

 

１ 組 織 例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 校長の任務 

(1) 校長は、県教育委員会の実施要綱に基づき、指導教員を援助する学校全体としての協働的な体

制を確立するとともに、「初任者研修委員会（係）」等を設け、これを校務分掌に位置づける。 

(2) 校長は、県教育委員会の年間研修計画に基づき、学校の職員組織や実情、初任者の特性等に配

慮した学校研修計画を作成する。また、研修の進展に応じて計画を改善する。 

(3) 校長は、学校研修計画に従い、研修項目に応じて初任者の指導助言に当たる。また、実施に当

たって、指導教員をはじめとする全教職員に対して必要に応じて適切な指導助言を行い、研修が

円滑に効果的に行われるように配慮する。 

(4) 校長は、初任者が校外研修を受ける間、その授業が他の教員によって適切に行われるよう配慮

する。 

(5) 校長は、初任者研修が円滑に実施されるようにするため、指導教員・教科指導員・初任者の授

業や校務分掌について、負担の軽減に配慮する。 

  

３ 指導教員の任命及び任務 

(1) 指導教員は、初任者の所属する学校の教頭、教諭又は講師の中から、当該学校長の意見に基づ

き、県教育委員会が命じる。 

 校 長  

 

 教 頭  

 

 

 

 

 

指 導 教 員 

初任者研修委員会（係） 

学年主任 

（学年会） 初 任 者 

委 員 長 

係 主 任 

（委員会） 

（係） 教科指導員 

（教科会） 
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(2) 県教育委員会は、指導教員を命じることができるようにするため、当該学校に教員定数又は非

常勤講師を措置する。指導教員は、初任者の配置数にかかわらず各校１名である。 

(3) 指導教員は、初任者と同一教科の場合、教科指導員を兼ねることができる。 

(4) 指導教員は、校長及び教頭の指導のもとに、学校の教職員組織や校区の実情、初任者の特性

に配慮し、学校研修計画を作成する。 

(5) 指導教員は、初任者研修の計画と実施に関する中心的役割を果たし、初任者への指導助言に

当たるとともに、校内の協働体制の中で研修項目に応じた各指導者間の連絡調整を行い、研修

が円滑に進められるよう校内体制を整える。 

(6) 指導教員は、研修項目のうち、教職一般に関する指導に当たるとともに、教科指導員と密接

な連携をとりながら必要によって教科授業に関する指導に当たる。 

(7) 指導教員は、初任者が校外研修のため出張する間、その授業が適切に行われるよう配慮する。 

 (8) 指導教員は指導教員・教科指導員以外の校内のすべての職員が初任者に関わり、育てる体制

づくりを行うこと。特に、１学期・前期は多くの職員と面談をする機会を設けるなど、初任者

が孤立することがないよう配慮する。 

 (9) 指導教員は、コロナ禍で教育実習を実施できなかった初任者に対して、教育活動が円滑に行

えるよう配慮し、十分な支援をする。 

 

４ 教科指導員の任命及び任務 

(1) 教科指導員は、初任者の所属する学校の教頭、教諭又は講師（非常勤講師を含む。）の中から、

当該学校長の意見に基づき、県教育委員会が命じる。 

(2) 県教育委員会は、教科指導員を命じることができるようにするため、当該学校に非常勤講師を

措置する。教科指導員は、免許教科が初任者と同一の教科であること。また、同一教科に複数の

初任者が配置されている場合は、一人の教科指導員が複数の初任者の教科指導員を兼ねることが

できる。 

(3) 教科指導員は、校長及び教頭の指導のもとに、指導教員と連携しながら、初任者の担当教科に

ついて教科研究、教材研究、初任者の行う授業参観とその事前・事後指導、示範授業等の教科指

導研修の指導を行う。 

(4) 教科指導員は、教科内の研修指導体制を確立するとともに、初任者が校外研修のために出張す

る間、その授業が適切に行われるよう教科内の協力体制に配慮する。 

 

５ 初任者研修委員会（係） 

(1) 初任者研修委員会（係）は、当該学校の教職員組織に配慮しながら、指導教員、教科指導員、

教務主任、初任者の所属する教科・学年・係の代表等を含む校内教職員により構成する。 

(2) 初任者研修委員会（係）は、校長及び教頭の指導のもとに、学校研修計画を立案するとともに、

研修が効果的に円滑に実施されるよう、全校的立場に立って協議する。 
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４ 加 配 措 置 と 運 用 に つ い て 

 

１ 加配措置 

   県教育委員会は、初任者配置校に対し、指導教員・教科指導員・初任者の負担を軽減するため、

次のように定数又は非常勤講師を措置する。 

 

２ 運用について 

 (1) 初任者研修のために配置された定数又は非常勤講師は、指導教員、教科指導員及び初任者の 

授業時数、校務分掌を軽減するためであり、これに関係しない教科等、全教職員の負担軽減に 

運用することはできない。 

(2) 非常勤講師の措置時間数６時間又は 12 時間は、関係教科の事情により複数の非常勤講師に分

けて運用することができる。 

 (3) 指導教員、教科指導員及び初任者の１週間の持ち時間数は、次の時間数を目安として、負担 

軽減を図る。なお、教頭が指導教員の場合の持ち時間数は０とする。 

   

初任者研修関係教員 持ち授業時数の目安 

指 導 教 員 11時間 

教 科 指 導 員 13時間 

初 任 者 12時間 

教頭が指導教員 ０ 

 

(4) 職員配置数１（１人教科）の教科に初任者が配置され、非常勤講師が教科指導員となる場合は、

措置時間数の範囲内で指導時間２時間を勤務時間数に加えることができる。この場合、指導時間

も時間割に位置づける。 
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３ 加配措置運用例 

 

(1) 類型１（１名配置校）非常勤講師を措置 

 

  対象教員がＡ教科の場合  

 

 

 

 

○第１案 

指導教員（教科指導員を兼任） 

 対象教員   Ａ Ａ教科のａ教諭 一般指導 

教科指導 

非常勤講師Ａ教科 

○第２案 

指導教員 

 対象教員   Ａ 一般指導 Ｐ教科のｐ教諭 

Ａ教科のａ教諭 

教科指導員 

非常勤講師Ａ教科 非常勤講師Ｐ教科 

教科指導 
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 (2) 類型２（２名配置校） 定数１名、非常勤講師を措置 

 

ア 対象教員がＢ教科とＣ教科の２名の場合  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 対象教員がＤ教科２名の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第１案 

 

 

 

 

対象教員 

 

対象教員 

 

 

 

 

 

対象教員 

 

対象教員 

定数１名 

Ｂ教科 

Ｂ Ｂ教科のｂ教諭 

指導教員（教科指導員を兼任） 教科指導 

一般指導 

Ｃ 一般指導 

教科指導 Ｃ教科のｃ教諭 

教科指導員 

非常勤講師Ｃ教科 

定数１名 

Ｄ教科 

Ｄ Ｄ教科のｄ１教諭 

指導教員（教科指導員を兼任） 教科指導 

一般指導 

Ｄ 一般指導 

教科指導 Ｄ教科のｄ２教諭 

教科指導員 

非常勤講師Ｄ教科 
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○第２案 

 

 

 

対象教員 

 

対象教員 

 

 

 

 

 

対象教員 

 
 

対象教員 

 

 

 

 

 

対象教員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 類型３（３名配置校） 定数１名、非常勤講師を措置 

 

ア 対象教員がＥ教科とＦ教科とＧ教科の３名の場合 

 

定数１名 

Ｄ教科 

Ｄ 

指導教員（教科指導員を兼任） 教科指導 

一般指導 

Ｄ 一般指導 

教科指導 

非常勤講師Ｄ教科 

Ｄ教科のｄ教諭 

Ｆ教科のｆ教諭 

定数１名 

Ｅ教科 

Ｅ 

教科指導 

一般指導 

Ｆ 一般指導 

教科指導 

Ｅ教科のｅ教諭 

非常勤講師Ｆ教科 

Ｇ 一般指導 

教科指導員 

Ｇ教科のｇ教諭 

非常勤講師Ｇ教科 

教科指導 

指導教員（教科指導員を兼任） 

教科指導員 
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○第１案 

 

 

 

 

対象教員 

 

対象教員 

 

 

 

 

 

 

 
 

対象教員 

○第２案 

 

 

 

 

 

対象教員 

 

 

対象教員 

 

 

 

 

対象教員 

 イ 対象教員がＨ教科２名とＩ教科１名の計３名の場合（同一教科２名、他の教科１名） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ教科のｈ２教諭 

一般指導 Ｉ 

定数１名 

Ｈ教科 

Ｈ 

教科指導 

一般指導 

Ｈ 一般指導 

教科指導 

Ｈ教科のｈ１教諭 

非常勤講師Ｈ教科 

教科指導員 

非常勤講師Ｉ教科 

教科指導 

指導教員（教科指導員を兼任） 

教科指導員 

定数１名 

Ｈ教科 

Ｈ 

教科指導 

一般指導 

Ｈ 一般指導 

教科指導 

Ｈ教科の教諭 

指導教員（教科指導員を兼任） 

非常勤講師Ｈ教科 

一般指導 

教科指導 教科指導員 

非常勤講師Ｉ教科 

Ｉ 
Ｉ教科のｉ教諭 

Ｉ教科のｉ教諭 
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４ 時 間 割 例 

初 任 者 研 修 指 導 時 間 割 （１ 人 配 置 校） 

 

初任者氏名 （ 国 語 ） 指導教員氏名 （ 理 科 ）   教科指導員氏名 （ 国 語 ） 非常勤講師氏名 Ａ（ 理 科 ）    Ｂ（ 国 語 ） 

曜  日 月 火 水 木 金 

持ち時間数 

時  間 １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６ １ ２ ３ ４ ５ ６ 

初  任  者 

国 

 

 

 

国 

 

 

国 

 

 

  

 

(国) 

 

非 

     

国 

 

 

 

国 

 

 

 

 

(国) 

 

非 

国 

 

 

 

国 

 

 

国 

 

 

 

国 

 

 

 

国 

 

 

 

国 

 

 

 

(国) 

 

非 

 

(国) 

 

非 

 

 

 

国 

 

 

１２ 

(１６) 

指 導 教 員  

 

(理) 

 

非 

理 

 

 

 

(理) 

 

非 

 

理 

 

 

 

理 

 

 

理 

 

 

 
理 

 

 

 

 

理 

 

 

 

(理) 

 

非 

 

 

(理) 

 

非 

 

理 

 

 

   

理 

 

 

  

理 

 

 

理 

 

 

 
理 

 

 

 

 

 
１１ 

(１５) 

教科指導員   

国 

 

 

 

国 

 

 

国 

 

 

 

 

(国) 

 

非 

国 

 

 

 

(国) 

 

非 

国 

 

 

 

国 

 

 

 

(国) 

 

非 

 

(国) 

 

非 

  

国 

 

 

 

国 

 

 

 

国 

 

 

国 

 

 

 

国 

 

 

国 

 

 

 
国 

 

 

  
１３ 

(１７) 

非常勤講師Ａ  

理 

 

 

 

理 

 

 

         

 

理 

 

 

 
理 

 

 

           

 

  ４ 

非常勤講師Ｂ       

国 

 

 

国 

 

 

 

国 

 

 

   

国 

 

 

国 

 

 

 

国 

 

 

         

国 

 

 

国 

 

 

  ８ 

 

 〔注〕 （  ）付きの時間割は、○非によって非常勤講師が授業を担当することを示す。 

〈 例 表 の 説 明 〉 

(1) 初任者研修のための非常勤講師 12時間を、国語８時間・理科４時間に分けて運用することにより、 

授業持ち時間が初任者（国語）は、週 16時間が 12時間、指導教員（理科）は 15時間が 11時間、教 

科指導員（国語）は 17時間が 13時間に軽減される。 

(2) 水曜日の３時限は、初任者が授業研修を行い、指導教員、教科指導員が参観して指導を行う。４時 

限は前時の後指導のため、指導教員、教科指導員が初任者の指導にあたる。 

校 外 研 修 

(3) 金曜日の４時限は、教科指導員の示範授業を初任者が参観する。５時限は初任者・指導教員・教科指

導員ともに空き時間なので、前時の後指導やその他の指導にあてることができる。 

(4) 火曜日は校外研修が実施されるので、初任者の時間割を空ける。校外研修が実施されない週は、在勤

校で有効に活用する。 

(5) 上記の   部分の時程内研修（５時間）のほか、時程外に２時間研修時間を設定する。 
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５ 校長会が計画する研修 

 

１ 地区当番校の決定と業務 

 (1) 地区当番校は、北信・東信・南信・中信地区の初任者配置校の中から、それぞれ１校を地区

校長会で決定する。 

 (2) 地区当番校は、地区ごとに年間１日以上の「校長会が計画する研修」計画を立案し、地区内

配置校に通知する。 

 (3) 地区当番校は、「校長会が計画する研修」計画に基づき、研修を実施する。 

    実施に当たっては、研修項目によって当番校を割り振ることができる。 

 

２ 今年度地区当番校 
 

地  区 高  等  学  校 

北信地区           高等学校 

東信地区     高等学校 

南信地区  高等学校 

中信地区 高等学校 
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Ⅳ 長野県教員育成指標  



⑤〈危機管理〉

②〈地域をフィールドにした学びづくり〉

①〈地域コミュニティの拠点としての学校づくり〉

③〈セルフマネジメント〉

④〈チームマネジメント〉

⑭〈探究の学び〉

⑬〈インクルーシブな教育〉

⑫〈ＩＣＴ活用〉

⑪〈集団における指導〉

⑩〈個への指導〉⑨〈学習評価〉Check-Action

⑧〈指導方法〉Do

⑦〈教材研究〉Plan

⑥〈カリキュラム・マネジメント〉

平成29年４月に教育公務員特例法の一部が改正され、校長及び教員の職責、経験及び適性に応じてその資質の向上を図るた

めの必要な指標を定めることとされました。この改正を受け、長野県教育委員会では、平成30年４月「長野県教員育成指標」

を策定しました。この指標は、教員自身が教職キャリア全体を俯瞰し、学び続け、力量向上を図るための目安となるものです。

長野県教員育成指標 長野県教育委員会

令和５年３月一部改訂版

長野県教員研修体系（平成25年11月策定）に示された５つの資質能力を、常に意識化を図る「Ａ 高い倫理観と使命感及び

確かな子ども理解」と「Ｂ 確かな人権意識と共感力」を中核にし、その周囲に、経験と研修を積むことで高めていく「C 地域

社会と連携・協働する力」、「D 目標実現に向け、柔軟に対応する力」、「E 『教育のプロ』としての高度な知識や技能」と

しました。さらに、これらを支える14のスキルを位置付けました。また、長野県では、教員のキャリアステージを「基礎形成

期」「伸長期」「充実期」「深化・貢献期/管理職期」に区分し、それぞれのキャリアステージの高まりを示しています。

A 高い倫理観と

使命感及び確かな

子ども理解

B 確かな人権意識

と共感力

○第Ⅳ期 深化・貢献期相当/管理職期相当

深化・貢献期/管理職期は、教員としての人間力をさらに向上させ、豊富な経験を生かし、多面的・多角的な

視野をもって組織的な運営を推進していく時期です。学校運営や、他の職員への助言や支援、学校の教育課題

の解決を行い、学校や地域全体の教育力を向上させるリーダーとしての役割を担います。

○第Ⅲ期 充実期相当

充実期は、学校の中核となる教員としての自覚をもち、組織マネジメントやリスクマネジメントなどの力を

身に付け、それらを発揮していく時期です。チームとしての学校への貢献度を高め、校内研修の充実を図りな

がら、学校の教育力を高めます。

○第Ⅱ期 伸長期相当

伸長期は、教科指導や生徒指導の力をさらに身に付け、これまでの自分の実践を見返しながら、専門性を高

めていく時期です。教科や学年などのグループのリーダーとして、同僚性を高めたり、推進力を発揮したりし

ていきます。

○第Ⅰ期 基礎形成期相当

基礎形成期は、教科指導や生徒指導について基礎的・基盤的な力を身に付け、実践力を磨く時期です。任さ

れた業務に積極的に取り組み、よい授業や学級経営に触れ、先輩や同僚から学びながら、常に新たな視点を身

に付けていきます。

○着任時に長野県教育委員会が求める姿

○養成期（主に大学等での教員養成の段階で身に付けます。）

キャリアステージに
基づく指定研修

キャリアアップ研修Ⅲ

キャリアアップ研修Ⅱ

キャリアアップ研修Ⅰ

初任者研修（１年次）

初任者研修（２年次）

教
員
の
キ
ャ
リ
ア
ス
テ
ー
ジ

深
化
・
貢
献
期
相
当

管
理
職
期
相
当

（
経
験

年
程
度
以
上
）

充
実
期
相
当

（
経
験

年
か
ら

年
程
度
）

伸
長
期
相
当

（
経
験
５
年
か
ら

年
程
度
）

基
礎
形
成
期
相
当

（
経
験
１
年
か
ら

５
年
程
度
）

着任時

養成期

題

20

10
20

10
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振り返って
次へつなげる

長野県教員育成指標

資質を支えるスキル ①＜地域コミュニティの拠点としての学校づくり＞ ②＜地域をフィールドにした学びづくり＞

Ⅳ 深化・貢献期相当
管理職期相当

(経験20年程度以上)

・地域と協働して児童生徒を育てる中で、地域コミュニティの拠点

として、地域の活力・教育力の向上に貢献する。（管・深）

・学校と地域、学校間をつなぐネットワークを構築し、地域貢献に

つながる教育活動を展開する環境を整える。（管・深）

Ⅲ 充実期相当
(経験10年から20年程度)

・運営委員会と協働して活動を推進する中で、学校と地域が願いを

共有して学校づくりに取り組めるようにする。

・地域をフィールドにした学習を推進するリーダーとして、自校・
近隣校での実践の充実に寄与する。

Ⅱ 伸長期相当
(経験５年から10年程度)

・学習支援ボランティアの活用など、地域の人的・物的資源を効果

的に組み合わせて教育課程を編成する。

・地域の課題を発見したり解決策を提案したりする学習を通して、

児童生徒が郷土への誇りや郷土の一員としての自覚を深められる

ようにする。

Ⅰ 基礎形成期相当
(経験１年から５年程度)

・地域の活動や行事に積極的に参加したり、地域の方と交流したり

して、地域理解に努める。

・地域素材を教材化したり、地域での体験学習を取り入れたりして、

児童生徒が地域を理解し、そのよさを実感できるようにする。

着任時に長野県教育委員会が
求める姿

同僚や保護者、地域の方々と協力し、共に汗を流し行動する人

養成期
・グローバルな視野をもつとともに、郷土への関心意欲を深める。

・地域社会への一員として自分の役割に責任をもち、地域の活動に主体的に参画し、地域貢献に寄与する。

資質を支えるスキル ③＜セルフマネジメント＞ ④＜チームマネジメント＞ ⑤＜危機管理＞ ⑥＜カリキュラム・マネジメント＞

Ⅳ 深化・貢献期相当
管理職期相当

(経験20年程度以上)

・教員のロールモデルとしての

役割を自覚し、自らの専門性

や経験に基づいて、後進の指

導にあたる。（管・深）

・教職員一人一人が持っている

力を引き出し、学校教育目標

の達成を目指す組織文化を醸

成する。（管・深）

・「チーム学校」の実現を通じ

て、複雑化・多様化した課題

を解決に導いたり、教員が児

童生徒と向き合う時間的・精

神的な余裕を確保したりする。

（管・深）

・危機管理マニュアルを策定し

学校の危機管理体制を整え、

リスクの低減や危機発生時の

的確な対応について、組織的

に取り組む。（管・深）

・児童生徒や地域の特性等に基

づき学校教育目標を設定し、

その達成を実現する教育課程

編成の方針を策定する。

（管・深）

・学校教育目標の達成に向けて、

学校や地域が持っている人的・

物的資源等を効果的に組み合

わせる。（管・深）

Ⅲ 充実期相当
(経験10年から20年程度)

・職務に関する最新の動向を把

握したり、自分が得意とする

スキルを磨いたりして、力量

向上を図る。

・学校経営に積極的に参画し、

自校の教育活動の状況を的確

に把握しながら、校内の様々

なチームや外部の専門職との

連携・調整を図る。

・発生事例やヒヤリハット事例

を収集・分析するなどの研修

を企画したり、危機を想定し

た訓練を行ったりして、学校

の危機管理能力を高める。

・児童生徒や地域の状況に関す

るデータ等に基づき、教育課

程の編成・実施・評価・改善

を行う一連のＰＤＣＡサイク

ルを確立する。

Ⅱ 伸長期相当
(経験５年から10年程度)

・自らの教職キャリアを俯瞰し、

強みと課題を明らかにして今

後の目標を設定し、日々の教

育実践に具体化する。

・学年経営や教科経営に積極的

に参画し、メンバーと意思疎

通を図りながら、既成概念に

とらわれないアイデアを提案

する。

・職場内での同僚性を高め、情

報を共有したり、危機管理や

コンプライアンスについて話

題にしたりする風土を醸成す

る。

・各教科等の教育内容を相互の

関係で捉え、学校教育目標の

達成に向けて、教科等横断的

な視点で、教育内容を組織的

に配列する。

Ⅰ 基礎形成期相当
(経験１年から５年程度)

・ワークライフバランスを重視

し、健康や時間を自ら管理し

ながら、職務に向かうコンディ

ションを維持する。

・自己課題に沿った研修を実施

し、周囲の助言や自己の振り

返りをもとに、成長し続けよ

うと努力する。

・チームの一員としての自己の

役割を自覚し、任せられた職

務に対して誠実に取り組む。

・チームの目標を理解し、同僚

と協力して目標実現に向けて

努力する。

・信頼される学校を実現する上

で、危機管理やコンプライア

ンスが欠かせないことを理解

し、危機の未然防止や発生時

の対応に確実に取り組む。

・日々の教育活動を「目標−内

容−方法−評価」のセットで

捉え、意図的・計画的に実践

する。

着任時に長野県教育委員会が
求める姿

創造性と積極性があり、常に向上し続けようとする、心身のたくましさを持っている人

養成期

・自分の学びにおいて振り返り、

成長する姿を確認する。

・他者と協働して教育活動に取

り組む社会的スキルを身に付

ける。

・危機管理の基本的な原則を理

解し、リスク・マネジメント、

クライシス・マネジメントを

学ぶ。

・カリキュラム・マネジメント

における教師の役割を理解し、

実習校の教育課程の概要を学

ぶ。
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資質を支えるスキル
＜学習指導＞

⑦教材研究（Plan） ⑧指導方法（Do） ⑨学習評価（Check-Action）

Ⅳ 深化・貢献期相当
管理職期相当

(経験20年程度以上)

・自らの専門性や経験を生かして、学校全

体の教材研究の質を高める。（深・管）

・自らの専門性や経験を生かして、学校全

体の指導方法の質を高める。（深・管）

・自らの専門性や経験を生かして、学校全

体の学習評価の質を高める。（深・管）

Ⅲ 充実期相当
(経験10年から20年程度)

・教科会や学年会で教材研究を行う時間を

確保するとともに、教材研究の仕方を学

校全体でそろえる。

・校内で互いに授業を見合う機会を設定し、

創意工夫に基づく指導方法の不断の見直

しに学校全体で取り組む。

・様々な教育活動で行われている学習評価

を関連付け、学校全体の学習の成果を的

確に捉え、教育課程の改善に生かす。

Ⅱ 伸長期相当
(経験５年から10年程度)

・個々の児童生徒の学びの特性や状況に応

じ、既得の知識や技能を活用して課題を

解決する学習過程を構想する。

・学習指導と生徒指導の両面から児童生徒

の学びを捉え、対話的な関わりを通して、

児童生徒がメタ認知能力を発揮しながら

「学びに向かう力」を高めていくように

する。

・「パフォーマンス評価」や「ポートフォ

リオ評価」など、多様な評価方法を用い

て児童生徒の学びの深まりを把握し、学

習・指導の改善に生かす。

Ⅰ 基礎形成期相当
(経験１年から５年程度)

・教科等の特質に応じた「見方・考え方」

を活用して、「知識・技能」を確実に身

に付ける授業を構想する。

・「習得−活用−探究」の学びの過程を通

して、児童生徒が「思考力・表現力・判

断力等」を高めていく単元を構想する。

・「授業がもっとよくなる３観点」や「信

州 ❝Basic❞」を踏まえた授業を確実に行

う。

・「主体的・対話的で深い学び」の視点か

ら、授業改善に取り組み、児童生徒の個

性に応じた質の高い学びを引き出す。

・「目標に準拠した評価」により一人一人の

学習状況を把握し、適切なフィードバック

を行って内容の確実な定着を図る。

・児童生徒が自己評価を行うことを学習活動

に位置付け、学習内容の価値や自己の高ま

りに気づかせる。

着任時に長野県教育委員会が
求める姿

幅広い教養と教科等の専門的な知識・技能を持ち、柔軟に対応することができる人

養成期
・教科に関連した学問的知識や専門的技術を磨き、学習指導要領に記載された内容を理解するとともにねらいに応じた授業案を構想する。

・一人一人の学びを適切に評価し、その情報を授業に生かすスキルを学ぶ。

資質を支えるスキル
<生徒指導> <現代的な諸課題への対応>

⑩個への指導 ⑪集団における指導 ⑫ICT活用 ⑬インクルーシブな教育 ⑭探究の学び

Ⅳ 深化・貢献期相当
管理職期相当

(経験20年程度以上)

・関係機関との連携を強

化するとともに、教職

員一人一人の役割を明

確にした校内指導体制

を構築し、その推進に

あたる。（深・管）

・児童生徒が所属する校

内の様々な集団の状況

を把握し、学校全体で

改善・向上に取り組む。

（深・管）

・児童生徒に応じ、学校

の情報化を進めるため

のロードマップを策定

し、実現を目指す。

・保護者や地域、関係機

関と連携し、情報モラ

ルの指導を体系的に推

進する。（深・管）

・地域の支援者との連携

等を強化し、課題解決

に向けた体制を構築す

るとともに、インクルー

シブな教育の取組等の

情報を地域へ発信する。

（深・管）

・探究の学びを中核に位

置付けた教育課程を編

成したり、人的・物的

資源を組み合わせて支

援体制を構築したりす

る。（深・管）

Ⅲ 充実期相当
(経験10年から20年程度)

・児童生徒の状況を日常

的に把握し、適時性の

ある指導方針を示した

り、ケース会議の充実

を図ったりして、学校

全体の生徒指導をリー

ドする。

・自らの実践を通して、

校内における望ましい

集団づくりをリードす

る。

・教職員のICT活用指導

力を把握し、校内研修

を計画的に行ったり、

一人一人の実態にあっ

た研修の内容や方法を

アドバイスしたりして、

教職員の指導力を高め

る。

・自発的・自治的に活動で

きる集団づくりをする。

・アセスメントの知見を

活かし、同僚への指導

助言や実践の発信等を

通して校内の特別支援

教育の充実を図るとと

もにインクルーシブな

教育をリードする。

・探究の学びを推進する

リーダーとして、自

校・近隣校での実践の

充実や教員の専門性の

向上に寄与する。

Ⅱ 伸長期相当
(経験５年から10年程度)

・コーチングスキルを身

に付け、児童生徒自身

の主体的な判断や自己

決定を促すなど、一人

一人のキャリア形成に

つながる指導に努める。

・様々な教育活動との関

連付けを図り、児童生

徒の生活や学習の基盤

としての集団の機能を

高める。

・ICT端末やクラウド等

を活用した実践事例を

蓄積し、校内で共有す

る仕組をつくったり、

同僚の相談にのったり

して、ICT端末やクラ

ウド等の活用を校内に

広げる取組を行う。

・児童生徒への理解力を

高めるとともに、多様

性を認め共に成長する

集団づくりに同僚と協

働して取り組む。

・アセスメントについて

の知見を身に付け、必

要に応じて活用する。

・学習プランを開発した

り、ポートフォリオ評

価に用いるルーブリッ

クを作成したりして、

校内での探究の学びの

推進を支援する。

Ⅰ 基礎形成期相当
(経験１年から５年程度)

・児童生徒の内面を共感

的に理解し、信頼関係

を構築する。

・保護者や同僚と連携し、

児童生徒を取り巻く環

境や抱えている課題を

的確に把握し、指導に

生かす。

・集団生活を送る上での

ルールづくり、人間関

係づくりを通して、児

童生徒の社会的スキル

を高める。

・自発的・自治的な活動

を重視し、児童生徒の

集団への所属感や連帯

感、問題解決力を高め

る。

・学習目標の達成や校務

の効率化に向け、ICT

端末やクラウド等を効

果的に活用する。

・児童生徒の発達段階に

応じ、具体例に基づい

た情報モラルの指導を

行う。

・認知などの特性や発達

障がい、合理的配慮等

に関する基本的な知識

や考え方を身に付け、

児童生徒の実態や教育

的ニーズを踏まえ一人

一人に応じた支援を

行う。

・授業のユニバーサルデ

ザイン化に取り組む。

・探究の過程を生み出す

手法を身に付け、ファ

シリテーターとして、

探究の学びの実現に取

り組む。

・児童生徒や地域の実態

に基づき、総合的な学習

の時間（小中）、総合的

な探究の時間（高）のね

らいを実現する学習プ

ランを作成する。

着任時に長野県教育委員会が
求める姿

幅広い教養と教科等の専門的な知識・技能を持ち、柔軟に対応することができる人

養成期

・子ども理解に努め、一人一人のよさを認める姿勢

を培うとともに、子どもの置かれている背景につ

いて理解を深め、適切な指導法を学ぶ。

・1人1台のICT端末やク

ラウド等の授業への活

用とその効果を知り、

基本的な操作ができる。

・様々な課題に関心をもち続け、その背景を理解す

るとともに、実践と理論を往還した最新の指導方

法を学ぶ。
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（参 考） 

高等学校新規採用実習助手研修実施要綱 
 

                                 長 野 県 教 育 委 員 会 

１ 目  的 

  新規採用実習助手に対して、実習助手としての指導力及び資質の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 主  催 

  長野県教育委員会 

 

３ 研修期間 

  ４月１日から翌年３月 31日までのうち、指定された研修及び選択研修 

 

４ 研修場所 

  長野県総合教育センター（以下「総合教育センター」という。） 

長野県体育センター（以下「体育センター」という。） 

地区校長会及び校長会の農業部会、工業部会、理数部会が指定する場所 

 

５ 研修方法 

 (1) 必修研修 

    ア 総合教育センターの高等学校初任者研修のうち、次の講座（６日）を受講するものとする。 

「教職基礎研修Ⅰ」、「教職基礎研修Ⅱ」、「教職基礎研修Ⅲ」 

「生徒指導基礎研修Ⅰ」、「生徒指導基礎研修Ⅱ」、「生徒指導基礎研修Ⅲ」 

イ 地区校長会が主催する研修（３日） 

ウ 校長会の農業部会、工業部会、理数部会が主催する研修（２日） 

エ アの研修は、高等学校教諭と同じ講座を受講することになるが、「教職基礎研修Ⅰ」の午後の

み当該教科の実習助手分科会を受講する。 

(2) 選択研修 

 総合教育センター及び体育センターの高等学校初任者研修「選択必修研修」対象講座の中から、

当該教科の研修に関する講座（教科基礎群）又は教育課題の研修に関する講座（教育課題群）を

選択して受講する。 

 選択研修の受講日数は、２～４日選択して受講するのが望ましい。 

 

６ 選択研修の申込み 

 (1) 校長は、ながの電子申請サービスを通じて、期限（総合教育センターから別途通知する希望研修

の申込期限）までに、対象者が受講を希望する講座を「希望研修」として、総合教育センター所長

あてに申し込むこと。 

 (2) 校長は、様式１により、別に定める期日までに、学びの改革支援課長あて報告すること。 

 

７ 旅  費 

  高校教育課予算から、各学校において執行する。 

 

附  則 

  この要綱は、令和２年（2020年）４月１日から改正、施行する。 
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（参 考） 

令和５年度高等学校新規採用実習助手研修について 
 

                                 

１ 研修内容について 

  (1) 必修研修 
   ア 総合教育センターの高等学校初任者研修の講座について 

月 日 曜 研    修 会   場 

４ 18 火 教職基礎研修Ⅰ ※ 総合教育センター 

５ ９ 火 生徒指導基礎研修Ⅰ 総合教育センター 

７月 31日（月）～ 

８月 21日（月） 
教職基礎研修Ⅱ【オンデマンド研修】 

初任者配置校（高校） 

８ 22 火 教職基礎研修Ⅱ【オンライン研修】 

８ 29 火 教職基礎研修Ⅲ 総合教育センター 

９ ５ 火 生徒指導基礎研修Ⅱ 総合教育センター 

12 ５ 火 生徒指導基礎研修Ⅲ 総合教育センター 

 

内容、講師については、令和５年度高等学校初任者研修の手引き 12～13ページ参照 

     ※教職基礎研修Ⅰの午後は次の内容を行う。 

        内容 実習助手として身につけておくべき基礎的・基本的なことを学ぶ。 

        講師 総合教育センター専門主事（理科・農業・工業担当） 

 

  イ 地区校長会が主催する研修（１日） 

    令和５年度は「社会福祉施設訪問と奉仕活動」、「特別支援学校の参観と体験」の２日間を中止する。 

    各地区校長会から指示がありますので、受講してください。 

 

  ウ 校長会の農業部会、工業部会、理科部会が主催する研修（２日） 

    各部会から指示がありますので、受講してください。 

 

  (2) 選択研修 
   『長野県総合教育センター研修講座案内』に示した高等学校初任者研修「選択必修研修」対象講座の中か 

ら、２～４日選択して受講することが望ましい。 

なお、理科の実習助手は、「高校理科実験 基礎Ⅰ」「高校理科実験 基礎Ⅱ」「高校理科 基本Ⅱ」「高

校理科 基本Ⅲ」「薬品管理 基本 A」「薬品管理 基本 B」から選択してください。 

     

申込期限： 令和５年４月 21日（金）  

提出先 ： 総合教育センター 

提出方法： ながの電子申請サービスにより申し込む 

   

 

 ２ 研修計画について 
   校長は、「令和５年度高等学校新規採用実習助手研修計画書」（様式１）を作成して所定の提出先へ提出す

る。 

 

       提出期限： 令和５年５月 12日（金） 

        提出先 ： 学びの改革支援課 

        提出方法： 電子メール添付ファイル 

              ファイル名は「学校番号＋学校名（新規採用者名）＋様式１」 



（参考） 
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新規採用養護教諭研修実施要綱 
 

保健厚生課 

 

第１ 概要 
 

１  目的 

  

     公立の小・中・高等学校、特別支援学校及び義務教育学校に勤務する新規採用養護教

諭の資質向上と、専門職としての実務能力の習熟を図るため、必要な研修を実施する。 

 

２  研修内容 

 

 (1) 校内研修 

新規採用養護教諭が勤務する学校において実施する。 

 

 (2) 校外研修 

県総合教育センターが実施する指定研修及び保健厚生課が実施する専門研修と

し、詳細は別に定める。 

 

３  研修対象者 

 

 (1) 校内・校外研修ともに受講する者 

     市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第 135号）第１条に定める養護教諭

（以下「県費負担養護教諭」という。）及び県立学校養護教諭 

 

 (2) 校外研修に限り受講する者 

     複数配置校に配属されるなど、別に在籍する養護教諭等から校内研修に相当する

指導を受けることができる者 

 

 (3) 校内・校外研修ともに受講対象外の者 

   ア 臨時的に任用された者 

   イ 養護教諭として、大学及び高等専門学校を除く学校において、引き続き１年以上

勤務した経験のある者で、県教育委員会が研修の必要がないと認めた者 

   ウ 市町村で給料等を負担する新規採用養護教諭（ただし、校外研修は受講できる。） 

 

４ 経費 

 

   対象者の校外研修（専門研修）参加旅費及び校内研修で対象者の指導等にあたる新規

養護教諭指導員（以下「指導員」という。）の報酬等経費は、県が負担する。 

     

(1)  県費負担養護教諭については、義務教育課へ請求する。 

なお、勤務校が中核市にある場合の校外研修旅費は負担しない。 

(2) 県立学校養護教諭については、当該校に再配当する。 
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５ 連絡協議会 

 

     県教育委員会は、必要に応じて新規採用養護教諭勤務校の校長、指導員、新規採用養

護教諭等による連絡協議会を開催する。なお、詳細は別に通知する。 

 

６ その他 
  

(1) 関係書類の提出方法等については、別に通知する。 
 

 (2) この要綱に定めのない事項については、県が定める「会計年度任用職員の任用等

に関する取扱要領」に基づき取り扱うものとする。 

 

(3) その他疑義が生じた場合は、その都度関係機関が協議のうえ、決定する。 



（参考） 
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令和 5 年新規採用養護教諭研修 研修日程  

        保健厚生課 

 

１ 校外研修の期日、内容、会場について 

  校外研修の概要は次のとおりとし、各研修の詳細は別途通知する。 

（開催時期や会場等は変更される場合があるので注意すること） 

 

開催日 研修名 会場 主な内容 

４／18（火） 教職基礎研修 総合教育センター 
・長野県の教育について 

・教員として期待すること 

５／15（月） 養護教諭研修① 総合教育センター 
・保健管理（健康診断・疾病管理・救急処置・

アレルギー疾患への対応）・保健室経営 

６／６（火） 教師力向上研修 オンライン研修 ・ICT活用指導力向上にかかわる講義演習 

７／31（月） 夏期研修 オンライン研修 
・コンプライアンス 

・生徒指導、保護者対応 

８／1～４のうち１日 対面・集合型研修 総合教育センター ・専門研修（保健管理・保健教育） 

９／１（金） 養護教諭研修② 総合教育センター 
・疾患理解、救急処置 

・安全管理・学校危機管理 

９／５（火） 生徒指導基礎研修Ⅱ 〃 
・発達障がいの理解と特別支援 

教育、・生徒理解とチーム支援 

（９月末までに各校

で実施） 
実地研修 近隣の協力校 

・定期健康診断、健康観察 

・保健室経営、組織活動 

・生徒指導 

10／20（金） 

クロスエイジセッショ

ン（キャリⅠとの合同研

修） 

総合教育センター 

・保健管理、保健室経営 

・健康相談、事例検討 

・ＩＣＴ教育の活用 

次年度 ２年次研修 総合教育センター ・コミュニケーションスキル 

11月頃 ２年次専門研修 総合教育センター 
・ＡＥＤ講習 

・生徒指導、保健室経営 

２ 連絡協議会について 

    県教育委員会は、必要に応じて新規採用養護教諭勤務校の校長、指導教員、新規採用養護教諭等に

よる連絡協議会を開催する。   

 開催日 対象者 会場(予定） 内容 

第１回 ４／５（水） 指導員 

総合教育センター 

研修の概要説明、校内研修計画作成等 

第２回 ８／29（火） 指導員 指導内容の情報交換等 

第３回 ２／16（金） 新規採用養護教諭 
各研修及び保健室経営まとめ(プログレ

ス研修) 
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（資 料）       初 任 者 研 修 関 係 法 令 

 

○ 教育公務員特例法（昭和24年1月12日法律第1号） 

（この法律の趣旨） 

第一条  この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき、

教育公務員の任免、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。 

（定 義） 

第二条  この法律において「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校（学校教育法（昭和二十二年

法律第二十六号）第一条 に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第七項に規定する幼保連携型認定

こども園（以下「幼保連携型認定こども園」という。）であつて地方公共団体が設置するもの

（以下「公立学校」という。）の学長、校長（園長を含む。以下同じ。）、教員及び部局長並びに

教育委員会の教育長及び専門的教育職員をいう。 

２ この法律において「教員」とは、公立学校の前項の教授、准教授、助教、副校長（副園長を含

む。以下同じ。）、教頭、主幹教諭、指導教諭（幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹

栄養教諭を含む。以下同じ。）、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主

幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師（常時勤務の者及び地方公務員法 

（昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める

者に限る。第二十三条第二項を除き、以下同じ。）をいう。 

３～５  （略） 

（中略） 

（条件附任用） 

第十二条 公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園及び幼保連携型認定

こども園（以下「小学校等」という。）の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭及び講師（以下

「教諭等」という。）に係る地方公務員法第二十二条第一項に規定する採用については、同項 中

「六月」とあるのは「一年」として同項の規定を適用する。 

２ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 （昭和三十一年法律第百六十二号）第四十条に定

める場合のほか、公立の小学校等の校長又は教員で地方公務員法第二十二条第一項（前項の規定

において読み替えて適用する場合を含む。）の規定により正式任用になつている者が、引き続き

同一都道府県内の公立の小学校等の校長又は教員に任用された場合には、その任用については、

同条同項の規定は適用しない。 

（研修） 

第二十一条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。 

２ 教育公務員の任命権者は、教育公務員（公立の小学校等の校長及び教員（臨時的に任用された

者その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。）を除く。）の研修について、それ

に要する施設、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めな

ければならない。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%91%e6%88%ea%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%98%5a%88%ea&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8c%f6%96%b1%88%f5%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%98%5a%88%ea&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%8c%dc%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002800500000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002800500000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002800500000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%98%5a%88%ea&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8c%f6%96%b1%88%f5%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%98%5a%88%ea&REF_NAME=%93%af%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%98%5a%88%ea&REF_NAME=%93%af%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%88%ea%96%40%88%ea%98%5a%93%f1&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8b%b3%88%e7%8d%73%90%ad%82%cc%91%67%90%44%8b%79%82%d1%89%5e%89%63%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%88%ea%96%40%88%ea%98%5a%93%f1&REF_NAME=%91%e6%8e%6c%8f%5c%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%98%5a%88%ea&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8c%f6%96%b1%88%f5%96%40%91%e6%93%f1%8f%5c%93%f1%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002200000000001000000000000000000
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（研修の機会） 

第二十二条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 

２ 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことが

できる。 

３ 教育公務員は、任命権者の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けるこ

とができる。 

（初任者研修） 

第二十三条 公立の小学校等の教諭等の任命権者は、当該教諭等（臨時的に任用された者その他の政令で

指定する者を除く。）に対して、その採用（現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭

等の職に任命する場合を含む。附則第五条第一項において同じ。）の日から一年間の教諭又は保

育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修（以下「初任者研修」という。）を実施

しなければならない。 

２ 任命権者は、初任者研修を受ける者（次項において「初任者」という。）の所属する学校の副

校長、教頭、主幹教諭（養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。）、指導教諭、

教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとす

る。 

３ 指導教員は、初任者に対して教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助

言を行うものとする。 

 

○ 教育公務員特例法施行令（昭和24年1月12日政令第6号） 

（初任者研修の対象から除く者）  

第三条  法第二十三条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 

１ 臨時的に任用された者  

２ 教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師（常時勤務の者及び地方公務員法第二十八条の五

第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。第七条各号及び附則第三項において同じ。）

（附則第二項第二号において「教諭等」という。）として国立学校（学校教育法第二条第二項に規

定する国立学校及び国立大学法人（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学

法人の設置する幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園

をいう。以下同じ。）をいう。以下同じ）、公立学校（法第二条第一項に規定する公立学校をいう。

以下同じ。）（地方独立行政法人（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大

学法人の設置する学校（学校教育法第一項に規定する学校及び幼保連携型認定こども園をいう。以

下同じ。）を含む。附則第二項第二号において同じ。）又は私立の学校である小学校等（法第十二条

第一項に規定する小学校等をいう。附則第二項第二号において同じ。）において引き続き一年を超

える期間を勤務したことがある者で、任命権者（地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第

二百五十二条の二十二第一項 の中核都市（以下「中核都市」という。）の地方教育行政の組織及び

運営に関する法律 （昭和三十一年法律第百六十二号）第三十七条第一項に規定する県費負担教職

員（以下「県費負担教職員」という。）については当該中核都市の教育委員会、市（中核市を除く。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%98%5a%88%ea&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8c%f6%96%b1%88%f5%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%98%5a%88%ea&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%8c%dc%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002800500000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002800500000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002800500000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8c%dc%96%40%93%f1%98%5a%88%ea&REF_NAME=%91%e6%93%f1%8f%5c%94%aa%8f%f0%82%cc%8c%dc%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000002800500000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000002800500000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000002800500000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40%91%e6%93%f1%8f%f0%91%e6%93%f1%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000002000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%93%f1%95%53%8c%dc%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%8f%5c%8b%e3%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%98%5a%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%93%f1%95%53%8c%dc%8f%5c%93%f1%8f%f0%82%cc%8f%5c%8b%e3%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000025201900000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%88%ea%96%40%88%ea%98%5a%93%f1&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8b%b3%88%e7%8d%73%90%ad%82%cc%91%67%90%44%8b%79%82%d1%89%5e%89%63%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%88%ea%96%40%88%ea%98%5a%93%f1&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8b%b3%88%e7%8d%73%90%ad%82%cc%91%67%90%44%8b%79%82%d1%89%5e%89%63%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%88%ea%96%40%88%ea%98%5a%93%f1&REF_NAME=%91%e6%8e%4f%8f%5c%8e%b5%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000003700000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000003700000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000003700000000001000000000000000000
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以下この号において同じ。）町村が設置する中等教育学校（後期課程に学校教育法第四条第一項に

規定する定時制の課程のみを置くものを除く。）の県費負担教職員については当該市町村の教育委

員会。次条第二項第四号及び第四号において同じ。）が教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事

項についての知識又は経験の程度を勘案し、法第二十三条第一項の初任者研修を実施する必要がな

いと認めるもの 

３ 教育職員免許法 （昭和二十四年法律第百四十七号）第四条第三項 に規定する特別免許状を有す

る者 

４ 地方公務員法第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項若しく

は第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項若しく

は第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者 

 

○ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年6月30日法律第162号） 

（初任者研修に係る非常勤講師の派遣） 

第四十七条の四 市（地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）

を除く。以下この条において同じ。）町村の教育委員会は、都道府県委員会が教育公務員特例法

第二十三条第一項の初任者研修を実施する場合において、市町村の設置する小学校、中学校、高

等学校、中等教育学校（後期課程に定時制の課程（学校教育法第四条第一項に規定する定時制の

課程をいう。以下同じ。）のみを置くものに限る。）又は特別支援学校に非常勤の講師（高等学校

にあっては、定時制の課程の授業を担任する非常勤の講師に限る。）を勤務させる必要があると

認めるときは、都道府県委員会に対し、当該都道府県委員会の事務局の非常勤の職員の派遣を求

めることができる。 

２ 前項の規定による求めに応じて派遣される職員（第四項において「派遣職員」という。）は、

派遣を受けた市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとし、その報酬及び職務を行うた

めに要する費用の弁償は、当該職員の派遣をした都道府県の負担とする。 

３ 市町村の教育委員会は、第一項の規定に基づき派遣された非常勤の講師の服務を監督する。 

４ 前項に規定するもののほか、派遣職員の身分取扱いに関しては、当該職員の派遣をした都道府

県の非常勤の講師に関する定めの適用があるものとする。 

（指定都市に関する特例）  

第五十八条 （略） 

２ 指定都市の県費負担教職員の研修は、第四十五条、教育公務員特例法第二十一条第二項、第二

十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条及び第二十五条の二の規定にかかわらず、当該指

定都市の教育委員会が行う。 

（中核市に関する特例） 

第五十九条 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）の県費負担

教職員の研修は、第四十五条並びに教育公務員特例法第二十一条第二項、第二十二条の四、第二

十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条の規定にかかわらず、当該中核市の教育委員会

が行う。 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%96%40%93%f1%98%5a&REF_NAME=%8a%77%8d%5a%8b%b3%88%e7%96%40%91%e6%8e%6c%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000001000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%6c%96%40%88%ea%8e%6c%8e%b5&REF_NAME=%8b%b3%88%e7%90%45%88%f5%96%c6%8b%96%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%6c%96%40%88%ea%8e%6c%8e%b5&REF_NAME=%91%e6%8e%6c%8f%f0%91%e6%8e%4f%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000003000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000003000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000400000000003000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%88%ea%88%ea%81%5a&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8c%f6%96%b1%88%f5%82%cc%88%e7%8e%99%8b%78%8b%c6%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%95%bd%8e%4f%96%40%88%ea%88%ea%81%5a&REF_NAME=%91%e6%98%5a%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000000600000000001000000000000000000
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